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指導について
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平成２９年度 主な文書指摘事項（訪問介護）
＜人員基準＞

①訪問介護員等の員数が常勤換算方法で２．５以上確保できていない。

＜運営基準＞

①従業者が業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報を、在職中は

もとより退職後においても漏らすことのないよう、従業者から誓約書を

徴する等の措置を講じていない。

②介護保険サービスと障害福祉サービスが明確に区分されないままサービ

ス提供をしている。

＜介護報酬＞

①事業所と同一建物に居住する利用者にサービス提供をしているにもかか

わらず、同一建物減算が適切になされていない。

②居宅サービス計画に位置付けのないサービス提供を、居宅介護支援

事業者と調整をしないまま、恒常的に行っている。
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平成２９年度 主な文書指摘事項

（訪問看護・福祉用具貸与、販売）

＜運営基準＞

①従業者が業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報を、

在職中はもとより退職後においても漏らすことのないよう、従業者

から誓約書を徴する等の措置を講じていない。
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平成２９年度 主な口頭指導事項（訪問介護）

＜運営基準＞

①訪問介護計画の作成及び見直しが遅延している。

②サービス提供記録にサービス提供内容のみが記載され、利用者

の心身の状況等に係る記載がない。

③身体介護と生活介護が混合する場合に、それぞれのサービス

提供内容や時間が記録されていない。

④サービス担当者会議に係る記録（日時、出席者、検討内容等）が

なされていない。

⑤研修に係る記録（実施日時、内容、参加者等）がなされていない。

⑥健康診断等、必要な健康管理が行われていない。

⑦重要事項説明書における利用料の額が介護報酬改定前のものに

なっている。

⑧有料老人ホームと訪問介護が併設しているが、それぞれの従事

時間が明確に区分されていない。
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平成２９年度 主な口頭指導事項（訪問介護）

＜介護報酬＞

①初回加算の算定にあたり、サービス提供責任者も訪問した旨の

記録がなされていない。

②特定事業所加算の算定にあたり、従業者ごとの個別具体的な研修

計画（目標、実施時期、内容等）の作成及び実施がなされていない。

③特定事業所加算の算定にあたり、サービス提供に係る留意事項の

伝達や技術指導を目的とした定期的な会議の実施及びその記録

（日時、出席者、会議内容等）がなされていない。
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平成２９年度 主な口頭指導事項（訪問看護）
＜運営基準＞

①訪問看護計画の作成及び見直しが遅延している。また、医療保険による

訪問看護と、介護保険による訪問看護の内容が混在している。

②勤務表（原則月ごと）が作成されていない。

③研修に係る記録（実施日時、内容、参加者等）がなされていない。

④健康診断等、必要な健康管理が行われていない（非常勤職員を含む）。

＜介護報酬＞

①緊急時訪問看護加算を算定するにあたり、緊急時に対応できる体制で

あり、当該加算を算定することに係る同意を事前に得ていない。

②サービス提供体制強化加算を算定するにあたり、従業者ごとの研修計画

の作成及び実施がなされていない。

③利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達

又は看護師等の技術指導を目的とした定期的な会議について、その開催

状況の概要を記録していない。

④2人体制による訪問看護を提供する場合に、事前に同意を得ていない。
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平成２９年度 主な口頭指導事項

（福祉用具貸与、販売）
＜運営基準＞

①貸与する福祉用具の消毒及び保管を委託している場合、委託契約書に

定める頻度で、委託業者の業務の実施状況の確認を行っていない。

また、確認に係る記録がなされていない。

②健康診断等、必要な健康管理が行われていない（非常勤含む）。

③福祉用具貸与・販売後に、定期的な用具の点検や利用者の状況等の

把握（モニタリング）を行った際に、記録がなされていない。

④勤務表に従業者の職種、常勤・非常勤の別や兼務関係、勤務時間等を

記載していない。

⑤苦情報告書の様式が準備されていない。

⑥特定福祉用具販売計画が作成されていない。

⑦研修が実施されていない。また、研修に係る記録（実施日時、内容、参加

者等）がなされていない。
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平成２９年度 主な口頭指導事項

（福祉用具貸与、販売）

＜介護報酬＞

①軽度者（要支援１・２、要介護１）に対する特殊寝台等の貸与（例外給付）

について、貸与が必要な理由等が記録されていない。
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介護車両について
＜介護車両に係る長崎市に寄せられたご意見＞

①荒い運転をしている。

②駐車禁止の場所に無断で駐車している。

③狭い道に駐車し、通行の妨げになっている。

④上記の注意を運転手に注意しても、運転手が謝罪しない。

＜事業所における具体的な取り組み事例＞

①朝、夕方の送迎前に「安全運転５か条」の唱和をする。

②運転前に毎回、免許証の確認を行う。

③新たに送迎車の運転を任せるにあたり、管理者が事前に運転状況を

確認する。

④無事故日数を掲示し、記録の更新を目指す。

⑤玄関扉の目線の位置や送迎車の目につく位置に、安全運転に係る

標語を掲示する。

⑥利用者全員を送り届けた後、事業所に今から帰る旨連絡し、気を引き

締める。
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①個別サービス計画が作成されていない。
②サービスの提供記録がない。
③加算要件を満たしていない。
④適正な報酬区分で請求がなされていない。

その他留意していただきたい点

①複数の事業所（介護保険サービス事業所と有料老人ホーム等）で
勤務する職員について、それぞれの事業所での勤務時間を明確に
区分できているか。

②宿泊デイサービスの場所または短期間利用する有料老人ホーム
等を 「居宅」とみなし、訪問介護や福祉用具等のサービスを利用
させる等の不適切な状態になっていないか。

報酬返還を求めることがある事項（例）
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監査に係る行政指導及び行政処分について
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行政処分について

行政処分とは・・・

改善命令（介護保険法第７６条の２）

勧告（行政指導）を受けた場合に、正当な理由なく期限内に改善

の措置をとらなかったときは、当該事業者に対し、期限を定めて

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

また改善命令をした場合においては、その旨を公示しなければ

ならない。

指定の取消等（介護保険法第７７条）

上記改善命令に従わないとき、当該事業者の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する

ことができる。
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指定の取消等の主な事由について

①人員に関する基準を満たすことができなくなったとき。
②設備及び運営の基準を満たすことができなくなったとき。
③居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
④監査において報告又は帳簿類の提出若しくは提示を求められてこれに
従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

⑤事業者又は従業者が監査において出頭を求められたが応じず、質問に
答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ若しくは忌避
したとき。

⑥事業者が不正の手段により指定を受けたとき。
⑦その他事業者が居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為などを
したとき。

⑧事業者が利用者の人格尊重義務違反をしたとき。 など

※改善勧告・改善命令を行っても是正されない場合に取消等を行うが、利用者
に生命の危険を及ぼす恐れがある場合、不正な手段により指定を受けた
場合や悪質な不正請求の場合等は、改善勧告、改善命令を経ずに指定の
効力の停止や指定取消処分を行うこともありうる。
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行政処分に係る程度の決定について

①公益侵害の程度

②故意性の有無

③反復継続性の有無

④組織性・悪質性の有無

その他、事業者の運営管理体制等の配慮すべき要素を総合的に考慮した上
で、具体的な処分内容を決定する。
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最後に・・・
虐待や不適切な報酬請求、人員基準等を遵守できていない
状態を事業所内で発見した際の対応により、事業所の姿勢が
問われます。

隠ぺいや虚偽の報告等の行為は事態を悪化させるものであ
り、悪質とみなされます。

問題を正面からとらえ、速やかな初期対応（事実確認、組織
的な情報共有や対応策の検討、原因分析や再発防止の取り組
み、市への報告等）により、透明性を確保し、早期解決を図って
いくことが大切です。
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